
会長杯争奪壮年大会（兼）全日本・東海予選会 開催要項   

 

１．主  催   岐阜県ソフトボール協会 

２．主  管  海津市ソフトボール協会 

３．後  援   中日新聞社・内外ゴム（株） 

４．期  日  第 1 日目  令和７年４月６日（日曜日） 

監督会議 午前８時２０分     

競技開始 午前９時００分 

※開会式は行いません。  

第２日目  令和７年４月１３日（日曜日） 

競技開始 午前９時００分 

※閉会式は、競技終了後速やかに行う。 

予 備 日 令和７年４月２０日（日曜日）   

競技開始 午前９時００分 

５．会  場   海津市南濃南部グラウンド 

        所在地 海津市南濃町田鶴７０６   

６．参加資格   令和７年度岐阜県ソフトボール協会に登録しているチームで支部協会 

        が推薦したチームとする。  

        日ソ協登録・個人登録していないチームは、参加することが出来ません。 

※指導者資格を持った者がいること。  

７．チーム編成  監督１名、コーチ２名、スコアラー１名、選手２５名以内とする。 

監督・コーチ・スコアラーが選手を兼ねる場合は選手登録をすること。 

        ※指導者資格者は、№欄に○を付けて下さい。 

８．参加ﾁｰﾑ数  令和７年度岐阜県ソフトボール協会各種大会参加割当表による。 

９．試合方法   トーナメント方式による。 

10．競技規則   ２０２５年度オフィシャルソフトボール・ルールによる。 

①試合時間は９０分とし、９０分を超えて新しいイニングに入らない。 

②７回終了時又は制限時間経過後同点の場合は、次イニングよりタイブ 

レーカーにて試合を続行する。（2 イングまでとし、尚同点の場合は 

抽選とする。）決勝戦は決着がつくまで行う。  

③天候や競技場の状況により試合開始時刻、試合時間制限・回数等に変 

 更が生じる場合は、監督会議にて協議し、その決定事項に従う。 

11．参 加 料  ２０，０００円 （予定） 

※申込時に納入する。登録後の返金はしない。 

12．使 用 球  ゴム 3 号検定球(内外)で、各チーム持参（新球２個）とする。 

但し、準決勝以降は主催者が提供する。 

13．組 合 せ  代表者会議の席上、抽選にて決定する。(欠席の場合は代理抽選) 

14．表  彰  優勝チームには、優勝杯（持ち回り）・盾・賞状及び証を授与する。 

        準優勝チームには、盾・賞状・証を授与する。 

三位チームには、賞状を授与する。 

四位チームには、賞状を授与する。 



15．申込方法  参加資格を得たチームは、申込書に必要事項を明記の上、３月２５日（火） 

必着で、下記宛郵送すること。 

※参加料は下記宛に振込みにて送金すること。 

        大会申込書は、県協会 HＰからダウンロードし（大会申込書・委任状＆プ 

ログラム掲載用大会申込書）記入の上提出してださい。 

① 主管支部申込書 

�５０３－０４１５  岐阜県海津市南濃町山崎１２０４－８ 

海津市ソフトボール協会  事務局長  篠 田 重 雄     

携   帯  ０９０－７６７６－８７１５ 

② 振 込 先  

   金融機関 西美濃農協同組合 南濃支店 

口座名  海津市ソフトボール協会   

   口座番号 普通 ００２４１７４ 

16．代表者会議 （１）日 時  令和７年３月２９日(土) 午後 7 時００分より 

        （２）会 場  海津市南濃町駒野奥条入会地１－２  

                海津市文化会館 TEL 0584－55－1400 

17. 代表者出場権 優勝・準優勝チームには、下記大会の出場権を与える。         

〇優 勝 ９月１２日から鹿児島県南九州市で開催される全国大会 

〇準優勝 ６月８日から岐阜県各務原市で開催される東海大会 

18．そ の 他    ⑴本大会での選手の傷害については、応急処置の他、主催者は一切責 

任を負わない。 

⑵駐車場等での盗難・破損（打球等を含む）等は、主催者は一切の責任 

を負わない。  

⑶雨天等により、開催可否不明の場合の問合せ先（午前 6 時 30 分以降） 

理事長  伊藤 政信 携帯 ０９０－９９０７－０８９１ 

事務局長 篠田 重雄 携帯 ０９０－７６７６－８７１５ 

⑷新型コロナウイルス感染対策は、各チームで責任を持って行い、大会 

 に参加すること。 

         ⑸その他連絡 

① 飲食に伴う、空き缶・ペットボトルなど食事のゴミは各チームの 

責任で持ち帰ること。 

② グラウンド内は禁煙。喫煙は指定の場所で行う。 

関係者に周知すること。発見時は厳重に注意をする。 

  

                                                            


